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第１章　総　則

（目　的）
第１条　　この基準は、総務部・総務課の業務執行に関して、総務部職務権限基準に基づき、課内各構成員の基本的業務について、その責任と権限の基準を明確にし、業務の組織的かつ効率的運営を図ることを目的とする。

（用語の定義）
第２条　　この基準で使用する用語の定義は次のとおりとする。
　　　　「構成員」とは、職務上の地位に応じて課内業務を担当する従業員をいう。


第２章　業務実施の原則と業務分掌

（業務実施の原則）
第３条　　各構成員は、その業務の実施に当たっては、他構成員を尊重すると共に次の事項を遵守しなければならない。
　　　　　1.　定められた業務を実施するに当たり、指揮命令系統を遵守すること。
　　　　　2.　その業務を実施するために、必要な助言を関係各構成員に求めることができる。助力を求められた各構成員は、これに助言・指導を行い、必要な協力を惜しまないこと。
　　　　　3.　上位構成員は直属下位構成員を指揮・監督すると共に、必要な情報を与え又は、業務実施上の指針を示す等適切にこれを指導すること。
　　　　　4.　下位構成員は直属上位構成員に対し、命ぜられた業務を行う他、担当業務について積極的に意見具申を行い、補佐すること。
　　　　　5.　上位構成員に対し、その業務進捗状況を適時報告すること。
　　　　　6.　異例の事項及び自己の職務権限の範囲を越える事項が含まれている場合は、直属上位構成員の指示を求めること。

（課　長）
第４条　　課長は、部長の命を受け、構成員を指揮・監督し、課の業務を執行すると共に部長を補佐し、総務課の結果責任を負う。

（課長代理）
第５条　　課長代理は、課長の命を受け、構成員を指揮・監督し、課の業務を執行すると共に課長を補佐する。課長不在時及び緊急時においては、課長の業務を代行する。

（Ｇ　Ｌ）
第６条　　ＧＬは、課長の命を受け、各担当者を指揮・監督し、課の業務を行うと共に、その諸業務において課長を補佐する。

（担当者）
第７条　　担当者は課長の命を受け、分担業務を行うと共に、その諸業務において課長を補佐する。


第３章　業務範囲及び権限委譲

（業務範囲）
第８条　　総務課は総務、経理、人事、購買及び物流に関する業務を分掌する。
　　　　その概括事例は別表のとおりとする。


（権限委譲）
第９条　　各担当者の業務分担は別表のとおりとし、課長は分担業務の範囲において、担当者に権限を委譲する事ができる。
　　　　　ただし、課長は、その業務実施状況に対する監督責任は免れることはできない。

（業務委託）
第10条　　原料及び製品の入出荷業務並びに分析業務については、他課あるいは外部に委託することができる。


第４章　雑　則

（基準の管理）
第11条　　この基準の管理責任者は総務部総務課長とする。


付　　則

①　この基準は、１９９５年１２月　１日より施行する。
②　２０２４年１０月　１日　一部改訂
③　２０２５年１２月　１日　一部改訂





















別表
	業　　　務　　　範　　　囲
	課

長
	担　　当　　者

	 1. 取締役会事務局
	△
	○

	2. 不動産及びこれに付帯する諸設備の取得、保全、処分の運営管理並びに賃貸借の業務
	△
	◎

	 3. 関係諸団体への加入、脱退及び寄付、広告、賛助の業務
	△
	◎

	 4. 通信設備の利用、取得、運営の業務
	△
	◎

	 5. 防犯、防災、防水の業務
	△
	◎

	 6. 慶弔等行事の設営、運営の業務
	△
	◎

	 7. 事務用品、事務用機器の購入、払出し及び管理の業務
	△
	◎

	 8. 郵便物、小包、新聞等配送物の受発信及び配布の業務
	△
	◎

	 9. 社用車両の購入、リース、処分、保全管理の業務
	△
	◎

	10. 中元、歳暮等の一括業務
	△
	◎

	11. 出張者の乗車券、航空券の購入、配布及び宿泊手配の業務
	△
	◎

	12. 事務の合理化の調査、推進の業務
	△
	◎

	13. 役員の秘書業務
	△
	○

	14. 来客受付及び応接の業務
	△
	◎

	15. タイプ、印刷の業務
	△
	◎

	16. 図書、雑誌等の購入、配布の業務
	△
	◎

	17. 地域社会との折衝、広報の業務
	△
	◎

	18. 事業場内規程の制定、改廃、公布の業務
	△
	◎

	19. 社印、社長印、工場長印の運用、管理の業務
	△
	◎

	20. 重要文書の整理、保管の業務
	△
	◎

	21. 訴訟及び法令上の折衝窓口業務
	△
	◎

	22. 損益予算の編成業務
	△
	◎

	23. 月次、期決算事務の業務
	△
	◎

	24. 税金の計算、申告、納税等の業務
	△
	◎

	25. 損害保険の付保、解約の業務
	△
	◎

	26. 固定資産、棚卸資産の管理保全の業務
	△
	◎

	27. 原価計算、原価管理の業務
	△
	◎

	28. 現金、預金及び手形の出納管理の業務
	△
	◎

	29. 領収証発行の業務
	△
	◎

	30. 従業員の異動、役付任免、休職、復職、ほう賞、懲戒等の調整及び実施の業務
	△
	◎

	31. 組織の新設、改廃の実施の業務
	△
	◎

	32. 人事考課の調整及び実施の業務
	△
	◎

	33. 自己申告の実施及び管理の業務
	△
	◎

	34. 海外出張及び赴任手続の業務
	△
	◎

	35. 永年勤続表彰、退職行事等の立案及び実施の業務
	△
	◎

	36. 従業員の採用計画及び要員計画の立案業務
	△
	◎

	37. 従業員の採用実施の業務
	△
	◎

	38. 教育、研修の立案、実施の業務
	△
	◎

	39. 従業員の資格、免許取得の推進及び管理の業務
	△
	◎

	40. 労働組合との折衝業務
	△
	◎




	業　　　務　　　範　　　囲
	課

長
	担　　当　　者

	41. 勤務管理及び給与支給の調整、実施の業務
	△
	◎

	42. 社会保険の手続き実施及び総括の業務
	△
	◎

	43. 財形貯蓄の業務
	△
	◎

	44. 定期券の購入手続き及び管理の業務
	△
	◎

	45. 作業服の貸与及び管理の業務
	△
	◎

	46. 従業員の慶弔に伴う業務
	△
	◎

	47. 福利厚生施設の運営及び維持管理の業務
	△
	◎

	48. 従業員の貸付金の運用及び管理の業務
	△
	◎

	49. 従業員の健康管理の総括業務
	△
	◎

	50. 親和会運営に伴う事務局業務
	△
	◎

	51. （削除）
	△
	◎

	52. 健康保険組合の一部運営業務
	△
	◎

	53. 原料、燃料、機器設備、一般資材、包装資材の購入業務
	△
	◎

	54. 構内作業契約の業務
	△
	◎

	55. 遊休資産、不要品の売却業務
	△
	◎

	56. 一般産業廃棄物（鉱滓以外）の処理、管理
	△
	◎

	57. 営業部門との窓口業務
	△
	◎

	58. 製品の受入れ、保管、出荷及び配車、配船の計画、実施の業務
	△
	◎

	59. 包装材料の受入れ、検収の実施及び仕様の折衝業務
	△
	◎

	60. 船輸送による原燃料の受入れ、検収、保管及び配船の計画、実施の業務
	△
	◎

	61. 物流諸機能（包装、荷役、輸送、保管）の管理、合理化及び改善の立案、実施の業務
	△
	◎

	62. 港湾、倉庫、荷役設備、輸送機器等の運用管理業務
	△
	◎

	63. 所管基地の製品保管状態の確認業務
	△
	◎

	64. 物流業者との運賃、倉庫料及び作業料の折衝業務
	△
	◎

	65. クレーム処理の業務
	△
	◎

	66. 他部門からの依頼による物流コストの試算業務
	△
	◎

	67. 契約書類の保管管理
	△
	◎

	68. 他部門に属さない業務
	△
	◎

	69. 前各号に関連する付帯業務
	△
	◎


△：課起案、承認、結果責任
◎：主業務
○：理解、協調、維持
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